
 

学
校
開
放
の
き
ま
り 

 

一
、 

学
校
の
体
育
館
及
び
運
動
場
を
夜
間
に
使
用
し
た
い
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
観
光
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
又
は
管
理
指
導
員
へ
登
録
申
請
書
、
許
可
申
請
書
を
提
出
し
、
観
光
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
よ
り
、
使
用
可
能
の
連
絡
後
使
用
す
る
。（
登
録
は
、
市
内
在
住
、
在
勤
も
し

く
は
在
学
す
る
者
が
十
名
以
上
と
す
る
。
） 

二
、 

使
用
者
は
規
定
に
基
づ
き
利
用
後
速
や
か
に
電
気
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
。 

三
、 

夜
間
開
放
は
、
成
人
（
高
校
生
を
除
く
）
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
事
業
で
あ
り
、
且
つ

青
少
年
育
成
条
例
の
観
点
か
ら
、
未
成
年
の
使
用
は
禁
ず
る
。 

 

使 

用 

心 

得 

一
、 

管
理
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。 

二
、 

施
設
使
用
者
は
マ
ナ
ー
を
守
り
、
翌
日
の
学
校
教
育
活
動
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
器

具
の
片
付
け
、
消
毒
及
び
清
掃
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
使
用
の
際
に
発
生
し

た
ゴ
ミ
は
必
ず
持
ち
帰
る
こ
と
。
） 

三
、 

学
校
敷
地
内
は
禁
煙
と
す
る
（
※
健
康
増
進
法
第
二
十
五
条
の
定
め
に
よ
り
）
守
れ

な
い
場
合
は
使
用
を
中
止
す
る
。 

四
、 

使
用
者
は
施
設
、
設
備
を
損
傷
、
滅
失
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
管
理
指
導
員
を
通
じ

観
光
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
に
報
告
す
る
こ
と
。
（
施
設
等
の
破
損
は
、
使
用
者
に
お
い

て
復
旧
す
る
。） 

五
、 

施
設
の
利
用
を
行
わ
な
い
場
合
は
必
ず
、
事
前
に
管
理
指
導
員
に
連
絡
す
る
こ
と
。 

六
、 

使
用
者
は
使
用
に
対
し
て
生
じ
た
事
故
に
つ
き
一
切
そ
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

 

（
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

七
、 

台
風
時
に
学
校
が
休
校
の
場
合
は
、
使
用
不
可
と
す
る
。 

八
、 

施
設
使
用
料
は
納
付
書
受
領
後
速
や
か
に
支
払
い
す
る
こ
と
。
滞
納
す
る
と 

使
用
を
中
止
す
る
場
合
も
あ
る
。 

九
、 

営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
は
、
使
用
不
可
と
す
る
。 

十
、 

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
観
光
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

電
話 

九
二
三
―
三
四
七
五 

沖
縄
市
観
光
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

 
 

 

※
第
二
十
五
条 

学
校
、
体
育
館
、
病
院
、
劇
場
、
観
覧
場
、
集
会
場
、
百
貨
店
、
事
務
所
、
官
公
庁
施
設
、
飲

食
店
そ
の
他
の
多
数
の
物
が
利
用
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
者
に
つ
い
て
、
受
動
喫
煙 

（
室
内
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
環
境
に
お
い
て
、
他
人
の
た
ば
こ
の
煙
を
吸
わ
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。）
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


